
 

様式７－２ 

事 業 計 画 書  

 

 

２ 組織・執行体制 

【管理の組織・責任体制、業務の担当組織】 

組織全体で責任を持って本業務をマネジメント 

・当社は、本業務を適切に遂行する為に必要な「組織全体としてのバックアップ機能」を整備し

ており、窓口センターの業務履行・品質管理等を支援します。 

・当社の５１年に亘る建物管理のノウハウと、組織化された住宅管理機能を活用して、世田谷区

営住宅等指定管理業務５年間を確実に履行します。 

＜組織図＞ 

 
 

 

カスタマーセンター

マンション事業本部

海外事業推進部

イノベーション推進部

総務部

第二技術部

グループ経営戦略部

人事部

経理部

ＩＴ推進部

第一事業部

監査部

経営企画部

ビル事業本部

リフォーム事業部

第二事業部

西日本事業部

第一技術部

取締役会

取締役社長

統括安全衛生委員会

本業務を実施

指定管理料管理、主計、会計システム等

システム、ＩＴインフラ等全般

海外事業統括

経営管理全般

グループ力強化

次世代ビジネスモデル策定

業務・会計監査等

文書、法務・コンプライアンス等

採用、研修、労務・安全衛生管理等

世田谷区営住宅等窓口センター

企画統括部

業務管理部

カスタマーセンター

新商品・サービスの企画・提供等

再委託先への発注、契約締結等

本業務を所管（履行管理・モニタリング）

入居者等相談窓口、設備緊急窓口

公共施設運営室

（公共住宅情報センター）

共同住宅受託営業等

公営住宅受託営業等,公営住宅に関する情報共有等

事業統括部 公共住宅管理業務統括、支店統括等

営業開発部

公共住宅営業センター

設計監理部

工事監理部

法人営業チーム

工事業・法令改正対応等

長期修繕計画作成等

施工管理・アフター対応等

一般・空家修繕経験を踏まえた計画の立案

商品統括部
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万全な責任体制のもと業務担当組織により本業務を履行 

・他公営住宅管理も管轄する公共施設運営室の課長、室長、さらに他支店含め管轄する事業部、

その上位にマンション事業本部があり、それぞれが下位の組織をマネジメントします。 

・公営住宅管理の専門組織として設立され、公共住宅管理業務を実施している「公共施設運営室」

が本業務の窓口センターの履行管理やモニタリング、繁忙期の人員バックアップ等、スムーズ

な運営を行えるようにフォローします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な視点からモニタリングを実施し、日々サービス向上に尽力します 

要項・仕様書に記載の事項及び当社提案事項の履行や適切な会計処理が出来ているか、

定期的に複数の視点でセルフモニタリング・監査を行います。 

＜当社内監査体制＞ 

実施者 頻度 内容 

窓口センター 所長 週１回 
スタッフの業務進捗・会計処理確認、

業務の計画立案 

公共施設運営室 

課長 月１回 
業務全般の計画確認、改善策の立案、

進捗・会計処理確認、 

室長 年１回 
業務調査確認シートを用いた確認、

業務改善計画の確認 

第二事業部 企画課 監査担当者 ※適宜 会計に関する監査 

監査部 監査部 監査担当者 ※適宜 業務・会計に関する監査 

※無作為に抽出した案件を対象とするため、本施設の管理業務が対象とならない可能性があり 

ます。その際は、代替するセルフモニタリングを窓口センターにて実施します。 

＜セルフモニタリング・監査の項目（一部抜粋）＞ 

・窓口センターの開設（営業日・時間、時間内常駐人数等）、運営体制（配置人数、資格等） 

・緊急対応体制（連絡網、フローの整備状況、災害を踏まえた体制等） 

・家賃、駐車場収納（案内文書作成、督促方法、督促体制等） 

・経常修繕（修繕単価・予算執行状況検証、報告書、再委託先業務品質確認等） 

・保守点検（法定点検実施月の適正化、発注先・価格検証、報告書等） 

・提案事業の実施状況、苦情・要望を踏まえた業務の改善状況 

 

マンション事業本部

第二事業部

室長
室責任者

課長

所長
本業務統括（事務・技術）、世田谷区窓口、業務マネジメント、スタッフへの教育等

副所長兼技術チーフ
（１名）

本業務統括（事務・技術）補助、

技術業務マネジメント　等

巡回スタッフ
（２名）

団地巡回、入退去業務、

 ふれあいサポート　等

事務スタッフ
（４名）

窓口センター内事務、募集、

収納、入居者窓口　等

技術スタッフ
（２名）

保守管理、緊急修繕、

 一般・空室修繕　等

公共施設運営室

窓口センター

技術担当

技術支援等

夜間・緊急対応窓口

２４時間３６５日設備緊急対応

リフォーム事業部

統括業務責任者

事務担当

会計支援 修繕補助業務
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 【社員体制・勤務体系の考え方】 

管理経験者を配置した体制で窓口業務を円滑に運営 

・業務を所管する公共施設運営室の室長を室責任者、課長を統括業務責任者とした明確な指揮命

令系統のもと、本業務内容を考慮し、所長をはじめとしたスタッフ１０名を配置します。 

・原則、公営住宅で現在も業務を実施しているスタッフが従事し、適切に業務を実施します。 

 

 

 

 

 

入居者の利用しやすい勤務体系で窓口を運営 

・窓口センターの業務時間について、標準業務仕様書に記載の時間より４５分延長した業務時間

を設定し、入居者の利便性向上を図ります。 

・以下の業務時間内でシフト制を設け、お昼休憩時間等にも滞りなく業務を実施できる体制を整

備します。 

標準業務仕様書 

営業日 
月曜日～金曜日 

（年末年始・土日祝日除く） 

業務時間 ８：３０～１７：１５ 

 

公共住宅の管理業務に関する様々な部署にて連携・支援を実施 

・公営住宅の管理業務は、窓口センターだけでなく、本社バックアップ部署との連携が欠かせま

せん。窓口センターだけでなく組織全体で連携し、本業務を確実に遂行します。 

今回提案 

営業日 
月曜日～金曜日 

（年末年始・土日祝日除く） 

業務時間 ８：３０～１８：００ 

部署 所属人数 実施業務・役割 

公共施設運営室 １０５名 
・本業務及び他公営住宅管理業務を所管 

・他公営住宅等の指定管理業務経験・情報の共有 

一般管理部門 ２７９名 

・経営管理、会計・業務監査、文書法務コンプライアンス 

・経営管理全般、次世代ビジネスモデル策定 

・採用、研修、労務管理、経理、システム開発等 

リフォーム事業部 ７０７名 
・一般、空室修繕経験を踏まえた計画の立案 

・修繕計画策定のための建物点検補助、助言を実施 

マンション事業本部 

第二事業部 
１，９６０名 ・支店統括、内部統制、監査の実施 

公共住宅情報センター １４名 ・全国公営住宅に関する情報集約・発信、業務履行支援等 

業務管理部 ９７名 ・保守点検業務における再委託先との契約を締結 

＜人員配置図（案）＞ 

技術スタッフ（2名）

緊急修繕、空室修繕、
保守管理　等

所長（１名）

本業務統括（事務・技術）、
世田谷区窓口、業務マネジメント、

スタッフへの教育　等

巡回スタッフ（２名）

団地巡回、入退去業務、
ふれあいサポート　等

副所長兼技術チーフ（１名）

本業務統括（事務・技術）補助、
技術業務マネジメント　等

事務スタッフ（4名）

窓口センター内事務、
入居者窓口、募集、収納　等

（令和３年５月時点） 
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 【雇⽤の形態・常勤・臨時・嘱託等】 

・スタッフ一人ひとりが十分な知識を持って適切に業務を履行するために、下表のように担当業

務を定め、公営住宅管理や類似業務の経験者、有資格者を配置して業務を実施します。 

＜スタッフの雇用形態等＞ 

担当 人数 
雇用 

形態 

勤務 

形態 
経歴 主な所持資格 

室長 

（室責任者） 
１名 社員 臨時 

部門統括経験、公営住宅

管理業務経験、分譲・賃

貸共同住宅管理・マネジ

メント経験 

不動産関連資格 

（宅地建物取引士、マ

ンション管理士、管理

業務主任者等いずれ

か） 
課長 

（統括業務責任者） 
１名 社員 臨時 

公営住宅管理・ 

マネジメント経験 

所長 

（業務責任者） 
１名 社員 常勤 

公営住宅・分譲・賃貸共

同住宅管理業務いずれ

かの経験 

不動産関連資格 

（宅地建物取引士、マ

ンション管理士、管理

業務主任者等いずれ

か）、日商簿記３級 

等 

副所長兼 

技術チーフ 
１名 社員 常勤 

公営住宅業務での 

類似業務経験 
技術関連資格 

事務スタッフ ４名 嘱託 常勤 
公営住宅業務での 

類似業務経験 

認知症サポーター養

成講座受講、ユニバー

サルマナー検定、普通

救命講習認定者、電話

応対技能検定（事務ス

タッフのみ） 等 

巡回スタッフ ２名 嘱託 常勤 
公営住宅業務での 

類似業務経験 

技術スタッフ ２名 嘱託 常勤 
公営住宅業務での 

類似業務経験 
技術関連資格 

リフォーム事業部 

マネージャー 
１名 社員 臨時 

公営住宅等の空室修繕

業務経験（文京区、板橋

区、北区、渋谷区、ＵＲ、

日本銀行宿舎修繕、高齢

者福祉施設修繕、有料老

人ホーム修繕等） 

一級建築施工管理技

士、二級管工事施工管

理技士、二級電気工事

施工管理技士、一級土

木施工管理技士 等 

カスタマーセンター 

オペレーター等 
１０７名 社員 臨時 

公営住宅２２万戸、民間

共同住宅４１万戸超の

電話応対受付経験 

電話応対技能検定 

等 

スタッフ計１２０名       

（令和３年６月時点） 

11



 

  
【研修体制】 

公営住宅業務に特化した研修体制 

【公共施設運営室及び窓口センターで組織的に行う研修】 

・原則、公営住宅管理業務経験者が業務に従事しますが、業務経験が浅いスタッフや新規採用者

等を配置する場合、配属前・実務研修を実施します。また、公営住宅管理経験のあるスタッフ

においても定期的に部内研修を行い、専門的な公営住宅に関する業務知識を深化します。 

研修 内容 対象者 回数 

配属前研修 

公営住宅に関する基礎、当社組織について学ぶ研修。 

【研修項目(例)】 

・公営住宅の役割、公営住宅法 

・公営住宅の概論、公各種制度概要、用語 

・募集事務、入居事務、施設管理事務、緊急対応業務 

・自治会の役割 ・生活苦情（迷惑行為、騒音、ペット） 

・当社業務に対するクレーム（制度説明不備、手続遅滞） 

・個人情報の重要性、漏えい、紛失時のリスク説明 

・コンプライアンスの重要性について 

新規 

配属 

スタッフ 

１回 

実務研修 

基礎について学んだ後、当社で管理している他公営住宅窓口セン

ターにおいて、実際に業務をどのように行っているか、実務を見

ながら学ぶ研修。 

※本業務と類似仕様の公営住宅窓口センターにて実施想定 

新規 

配属 

スタッフ 

1 回 

定期研修 
実務研修、事例共有、 

他の公営住宅窓口センターとの情報共有 等 
スタッフ 年３回 

【窓口センターでのＯＪＴ研修】 

・上記を経て窓口センターに配置された新規配属者は、公営住宅の経験豊富なスタッフからＯＪ

Ｔ研修を受け、世田谷区営住宅等に特化した知識や詳細な業務手順を習得します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口センターでのＯＪＴ研修の流れ 

①職種・業務内容により「指導項目」「実施レベル」を設定し、「ＯＪＴシート」を作成 

 ＜指導項目（例）＞ 

組織機能・労務 一般管理業務 

コンプライアンス 募集業務 

公営住宅管理業務概要、 

住宅システム概要 
入退去・異動等業務 

家賃等の収納業務 滞納整理業務 

収入申告業務 施設維持業務 

駐車場契約業務 駐車場契約業務 

＜実施レベル（例）＞                      

レベル１ 概要把握、会議体出席、他者履行業務体験 

レベル２ 社内での各種作業、単独実施 

レベル３ 顧客説明、顧客対応、単独実施 

②ＯＪＴトレーナーは人事部が行う「指導者研修」を受講 

③ＯＪＴトレーナーが上記の指導スケジュール策定、日常的な指導、進捗確認を実施 

④配属から３カ月ごとに、本人と面談の上でトレーナー・管理職・人事部が進捗を確認 

 

＜ＯＪＴシート＞ 
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【本業務に係る接遇等に関する研修】 

・スタッフは本業務の仕様や関係法令等を理解するのはもちろんのこと、ホスピタリティ溢れる

きめ細やかな接遇を行うべく、以下の研修を受講することが可能です。研修の内容によっては

繰り返し実施し、知識の定着・深化に努めます。 

項目 内容 対象者 回数 

接遇マナー研修 
より高度な接遇スキルをスタッフが習得することを目的

とした研修 
スタッフ 年１回 

ホスピタリティ 

研修 

５つの原則（迅速な行動、公平な対応、確かな対話、細

心の気配り、最善のアドバイス）に基づき、接遇を向上

させる研修 

スタッフ 年１回 

電話応対研修 
もしもし検定に合格した所長等がその内容に基づき、電

話応対や諸事項をスタッフに研修 

事務 

スタッフ 
年２回 

経理研修 

スタッフの経理知識底上げによる、当社経営状況の理解

や金銭事故及び不適切な会計処理等の事故防止を目的と

した研修 

スタッフ 適宜 

人権研修 

日常的な会話に潜んでいる差別表現を認識し、差別表現

を判断する力を醸成することで、公平・公正な対応につ

いて学ぶ研修 

スタッフ 年１回 

ＬＧＢＴ研修 

ＬＧＢＴなどの性的マイノリティの多様性を尊重し、性

別・性的思考に関する被差別をしない日常的な配慮を学

ぶ研修を所長等が受講し、スタッフに共有 

スタッフ 年１回 

認知症サポータ

ー養成講座 

認知症の正しい理解や対応方法等、高齢者へのホスピタ

リティ溢れる対応を学ぶ講座 
スタッフ 

管理 

開始前 

普通救命講習 
救急に関する知識と人工呼吸・心臓マッサージ・ＡＥＤ

等の救命技能についての講習 
スタッフ 

管理 

開始前 

もしもし検定 

（電話応対 

技能検定） 

電話応対マナーやコミュニケーションスキル等の「人間

力」を養うことができる検定 
スタッフ 

管理 

開始前 

 ※個人情報、法令に関する研修は「様式７－４」参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜経理研修資料＞ ＜LGBT 研修資料＞ ＜ホスピタリティ研修資料＞ ＜認知症サポーター養成講座＞ 
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全社員を対象とした基礎研修（企業内大学カリキュラム）の実施 

全社員が高度な専門性とビジネススキルを習得するために企業内大学を設置し、カリキュラムに

基づいて研修・教育を実施しています。 

＜全社員対象＞ 

 基本教育 養成型教育 

管
理
職 

  新任役員研修  

ダ
イ
バ

シ
テ

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
対
応
研
修 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
会 

   

  新任部門長研修     

    

次期部門長養成 

  

  

新任管理職研修 
（評価者、労務管理、 

安全管理、マネジメント） 

既任管理職研修 
チームビルディング 

英
語
人
材
育
成 

 

  

次期管理職養成 

 

中
堅 

資
格
取
得
推
進 

 中堅研修② 

ＯＪＴ 
トレーナー 

 

・計画・段取力 

・論理的コミュニケ

ーション 

・問題解決力 

・交渉力 

・プレゼン力 

・傾聴力 

・パソコンスキル 

中
途
入
社
者
研
修 

中堅研修①   

若
手 

論理的思考 

問題解決 

企業会計 

  

２年目・３年目研修 

顧客満足度向上研修 

   

新卒研修     

 

＜技術社員対象＞ 

 建築分野 
設備分野 

住宅 施設 

４
年
目

 

・建物のライフサイクルマネジメント 

・建築応用 

・不具合事例 

・昇降機事故事例、 

事故予防策 

・防火防災管理 

・設備応用 

・電気設備の不具合事例 

対応策 

・中央監視装置 

・設備応用 

３
年
目
迄 

・建築基礎Ⅱ（躯体、防水、塗装） 

・建物設計に関する法規 

・建設工事基礎 

・設備基礎Ⅱ（電気、消防、給排水） 

・給排水管基礎、ポンプ整備実技基礎 

・昇降機設備基礎 

１
年
目 

・建物総論／管理体系、建物維持保全、ライフサイクルコスト 

・基本法規の把握（区分所有法、建築基準法等） 

・建築基礎Ⅰ（躯体、防水、塗装） 

・シーリング基礎 

・新築施工の知識、施工管理基礎 

・建築施工、点検実技 

・設備基礎Ⅰ（電気、空調、消防、給排水） 

・設備の繋がり 

・図面の読み方 

・設備実技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格⽀援制度を整備 

・業務品質向上だけでなく、社員個々の自己啓発のために資格取得援助制度を設けて

おり、資格取得時には報奨金を支給する等の支援を行っています。 

・資格取得を補助するために、専門講師による講習会や模擬試験開催情報の案内、一

定資格に関しては予備校（通学・通信）を受講する場合に費用の５０％を支給する

等、様々な支援を行っています。 
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＜緊急連絡フロー＞ 

 【緊急時対応】 

２４時間３６５日緊急連絡体制の整備 

・緊急事態発生時に備えて、世田谷区及び関

係機関との緊急連絡フローを事前に整備

し、２４時間３６５日対応します。 

・緊急事態が発生した場合の迅速な対応のた

めに、世田谷区及び当社スタッフ等の緊急

連絡網を作成します。 

・今後、担当者に変更があった場合でも、円

滑に対応するべく、いつ・誰に・どのよう

な場合に連絡するかを世田谷区と定期的に

確認します。 

 

【自社カスタマーセンター（設備緊急センター）での対応】 

・当社の専門部署であるカスタマーセンターは、入居者や関係機関からの問合せ等の受付けをし

ています。 

・スタッフの業務時間外は、主に自社カスタマセンターが対応します。事前にピックアップした

専門事業者リストを活用し、迅速に区内事業者等を差配、必要に応じて、緊急連絡網を用いて

スタッフへの緊急連絡を行います。 

※カスタマーセンター詳細については、様式「７―８」参照。 

 

【引継ぎ時の社内システム活用】 

・社内システム（キーネット）を用いて、カスタマーセンターから窓口センターへ引継ぎを行い

ます。受付オペレーター等担当者が不在の場合にも、キーネットを確認することで迅速に引継

ぎ、その後の対応を行うことが可能です。 

・緊急時はカスタマーセンターからスタッフへ直接電話連絡を行い、当該スタッフが応答できな

い場合は、所長・課長等、上長を含めた複数名に共有することで、対応漏れを防ぎます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門事業者リストの活⽤ 

・２４時間３６５日修繕業務の受付を行い、

当社技術スタッフと区内事業者が連携し

て修繕業務を実施します。 

・日中の連絡先のみならず、各事業者の夜

間・休日や緊急時の連絡先を記載し、複

数の連絡体制を構築することで確実かつ

迅速に修繕業務を履行します。 

＜専門事業者リスト（緊急連絡先記載）＞ 

 

連絡・通報 

 

連絡・報告 
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 【その他・特記事項】 

公共住宅情報センターとの連携 

・民間企業で最も多くの公共住宅管理を行う事業者として、今後発生しうる問題を未然に防ぐ

ため、他自治体の事例や当社のノウハウを共有することが必要であると考えています。 

・「公共住宅情報センター」が各自治体の担当者と継続的に情報共有した内容をもとに、社会

背景を踏まえた新商品の展開・先進事例等を発信します。 

 

公共住宅情報センターでの検討事項、実施事例 

最適な管理仕様の提案 自治体の抱える課題に応じた、仕様や契約形態の提案。 

災害発生時の対応 災害事例の共有、対処方法を協議。 

自治会の運営支援サービス 自治会運営の担い手不足の団地への、運営支援を提案。 

住宅、駐車場の稼動率向上 
利用料金制度導入におけるスキーム・条例変更や、目的外利用

の拡大、住宅の住み替え支援等の事例紹介等を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各自治体 
      

 

 
 

 
   

当社公営住宅管理 

責任者・担当者 
  公共住宅 

情報センター 

 

世田谷区営住宅等 

窓口センター 

 

世田谷区 

 
 

 

 当社公営住宅管理 

受託営業者 
      

※各自治体の情報は許可をいただいた上でご提供します。 

全国の公営住宅の情報を集約し、社内で定期的に情報配信を⾏っています 

・公営住宅管理業務における、各窓口センターのスキ

ルアップや会社全体のサービス品質向上を目的とし 

て、全国の事例や最新の当社サービス等を掲載した

「公営住宅こみゅにてぃー」を定例配信し、情報共

有を行っています。 

配信

頻度 
１回／月 

配信

内容 

・当社提案事項一覧 

・時間貸し駐車場について 

・特公賃等の仲介サイト掲載について 

・窓口センターへのヒアリング結果 

・他社提案事項 

・新規提案事項一覧 

・今期申請状況 

・移動販売の実績 

・災害リスク対応システム実績 

・健康相談ダイヤル実績 

 

＜公営住宅こみゅにてぃー５月号＞ 

 

課題解決・先進事例、新商品提案

16


